
明けまして
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｢春を呼ぶシクラメン」画渡辺和恵

◆特集 ◆事件・活動のご紹介

・マイナンバー豆知識 ・離婚に伴う面会交流の現状

・キャリーバックによる転倒事故 ･B型肝炎訴訟

◆友の会活動

◆弁護士近況

◆事務所短信

発行きづがわ共同法律事務所友の会
第珊号 〒556-0011大阪市浪速区難波中1丁目10番4号南海野村ビル5階
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句イナンバ、

昨年11月以降、みなさまの手元にも、

マイナンバー（個人番号）の通知カードが届いていることと思います。

こんなもの何に使うんかなと封筒ごと、どこかにおいていませんか。

気をつける点をいくつか紹介します。

1 自分のマイナンバーの管理

12桁の個人識別番号が書かれた通知カードですが、今は税金、社会保障、災害関連にのみ使用さ

れますが、今後、預金とのひも付けなど個人情報とリンクされていく可能性があるので、番号を不

用意に他人に教えないことが必要

何番だらだ？ ひ計っです。

大事に保管しておいて下さい。

写真入りの個人番号カードの申

請書も同封されていますが、個人

番号カードを持つかどうかは個人

の自由です。紛失すれば悪用され

かねませんので、必要のない人は

申請しないでおきましょう。

延

2自分のマイナンバーの提供

今後、会社から税務処理のために個人番号の提出を求められることと思います。会社は「社会保

障や税の決められた書類にマイナンバーを会社が記載することは法令で定められた会社の義務なので、

提供をお願いしてます」というでしょう。しかし、個人には法令上は提供の義務はなく、強制する

ことはできないこととなっています。会社は、社員に提供を求めたが提供されなかったことの事情

を記載して書類を提出すれば義務違反とはならないのです。税務署などは、自ら地方公共団体情報

システム機構に当該個人の

マイナンバーの照会をすれ

ば個人番号はわかるので支

障はありません。その手間

を省くために、会社に義務

付けをしているのです。

O凸社

2



S他人の個人番号の保管

人を雇用している会社や事業者は、税務処理や社会保

険関係で被用者から提供された個人番号を知ることにな

るので、その保管や漏洩防止には、法律で厳しい義務が

課せられています。責任者など情報管理の組織体制をつ

くること、研修、保管場所への入退室管理やパスワード

設定などの物理的な安全管理システム、電子データへの

アクセス制限などの技術的安全管理措置が必要となり、

その責任は重いものです。

いずれにしても、個人番号の漏洩やプライバシー侵害に関与しないためには「見ない」「言わない」「聞

かない」「扱わない」が基本です。

このマイナンバー制度は各国でも情報漏洩による被害が起こっており、国民のプライバシー権を侵害

する憲法違反の法律であるとして、全国各地で廃止を求める訴訟が提起されていますので、注目してお

きたいと思います。

とく

キャリーバッグによる転倒事故
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

鉄道構内で他人のキャリーバッグにつまづきそうになったことはどなたも経験あると思います。最近、

その損害賠償を認めた東京地裁の判決が判例雑誌にのりました。私鉄の吉祥寺駅構内で、会社員が曵い

ていたキャリーバッグが、 BB歳の高齢者の足にあたり、つまづいて転倒して手首を骨折し、5日入院、

7ケ月間通院したという事件です。判決は、「駅構内のような人通りが多い場所でキャリーバッグを使

用する場合は、他の歩行者の歩行を妨げたり、それにつまづいて転倒させることがないよう注意すべき

義務を負い、それにより他人に損害を与えたときは不法行為による損害賠償責任を負うとし、145万

円の損害を認めました。他方、「被害者にも過失がある」として「被害者においても歩行中は前方およ

び足下に注意し、とくに駅構内のような人通りの多い場所では、対向の歩行者が大量の荷物を持ってい

たり、キャリーバッグを曵いていることは当然予測できることであるから被害者においても一定の過失

があることは否めない」として、事故態様と被害者の年齢などを考盧して25％の過失相殺を認め、損

害賠償額を減額しました。

ちょっとした不注意で、大きな損害につながることもありますので、キャリーバッグを利用する人は、

保険会社が販売している日常生活事故損害保険など個人賠償責任保険に加入しておくことも必要ではな

いでしょうか。

霊霊舞悪霊
3
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今回の福引きは各弁護士の出身地の名産品を景品として、

弁護士が自ら舞台で紹介するという企画でした。会場は大い

兇

に盛り上がり、楽しい雰囲気の中で無事終わりました。
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参加された方々からの活発

な質問や意見交換があり、
岬

・・ 当＝筈＝＝大いに盛り上がりました。

また、11月20日には「慰

安婦」被害者の証言を記録したドキュメン

タリー映画「終わらない戦争」上映会をし

ました。多くの女性問題に取り組み運動を

している渡辺弁護士の解説付きで、あらた

めて戦争の非人間性、平和の大切さにつ

亜岳する苫＆僻で０Ｐがす８

塞哩

可

弁護士岩田研二郎

昨年8月23日に行いましたが、あいにく、その日は、

裁判員裁判の審理法廷がなく、通常事件を傍聴。－つ目は、

強制わいせつ事件の被害者の証人尋問で、被告人との間

に顔が見えないよう遮蔽措置がされていました。二件目は、

若い女性被告人が同棲する男性からDVを受けて、覚せ
ない戦舗縫潮錨

い剤を打たれていた

という特殊な事件で、

被告人にも同情でき

る事件でした。正面

玄関の刑事裁判開廷

表の見方もお教えし

て、ご自分で傍聴に

来られることをお勧

めしました。
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舟きづがわ友の会にご入会下さい
隆至

市民と司法の橋渡しとして、学習や交流

懇親、その他バラエティに富む企画で

お待ちしております。 雷
調一

●年会費1000円(個人)を郵便振蓄用紙で払込

送金してください｡この用紙が入会申込書を兼

ねます(入会から平成28年末までの会費とな

ります)。団体･法人会費は一口5000円です。

●入会された方に､会員カードをお送りします。

●次年度以降の会費支払いは､毎年振替用紙を

送付します。
友の会

.nQ9AOOOOO",9＄聡6
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昌拳

現在､大正生活と健康を守る会の会長をしておられる元大

阪市会議員の矢達幸さん(大正区､75歳)を､大阪沖縄会

館にある事務所でインタビューさせていただきました。

IIE則 ●
●

●
●

篝
９
も
日
同
ｂ
寺
垂 /＆■大正区とのご縁は

生まれは徳島市ですが､積水化学泉尾工場に就職して労

働組合や民主青年同盟の活動を始め､22歳のときに民青

木津川地区の専従になりました｡当時､大正区にも民主商

工会の運動拠点をとの話があり、1970(昭和45)年､初

代事務局長として大正民主商工会を設立しました。

I

』

インタビュアー：岩田弁誰士（11月8日）

●
●
こ
●

■なぜ生活と健康を守る会を設立されることに

大正区は､共産党の生活相談所で低所得者の生活支援な

ども行っていましたが､しんぶん赤旗読者にとどまっており、

自主的な運動の母体として組織することが大正区に求めら

れていると考え､2012(平成24)年5月に港生健会大正

班として活動をはじめ､二年前の2013(平成25)年10月

に大正生健として独立しました。

大正区は6万6千人の人口ですが､現在180名ほどの会

員になり､幅広い層の人たちが会員になってくれています。

まずは300名の会員をめざして毎週ニュースを発行し頑

張っています。

維新の橋下市長になってバス路線の本数が減らされ､毎

朝バスに乗りきれない積み残し問題も発生しています。

■市会議員選挙への立候補はいつから

1971（昭和46)年に初めて立候補し落選､3回目の

1979年に初当選しましたが､二期目で落選し､1982(昭

和57)年に補欠選挙で復活してから201 1 (平成23)年4

月に退任するまで八期29年間､議員を務めました｡三人区

で毎回厳しい選挙でした。

●
●

●
●

●

4

■議員生活で特に力をいれたことは

私が市会にいったときに､大阪市では解放同盟と大正区

の区画整理事業に利権問題が横行していました｡土地会社

の利権争いを排して区民の利益となる公正な事業になる

ことを目指して､区役所前の噴水広場やコミュニティ会館、

マリンテニスコート､ゲートボール場等をつくり､また千歳

橋の建設により鶴町地区を含む大正区の交通網の環状化

を実現することができました。

●
●

●
●

●

■最後に

きづがわ共同法律事務所が難波駅に移転したので､大正

区からはバス一本でいけるようになり便利になりました。

今後もお世話になります。 q
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2月29日（月）午後6時～ 5月17日（火）午後6時～

｢交通事故の基礎知識」｢空家問題と居住の権利」

講師弁謹 増田尚 講師弁諏士横山精一

一一一一一一一一一一一一一－一一一一
壷L■ ■輯

友の会新春のつどい
■とき

2016年2月5日（金）午後5時半受付
■ところ

道頓堀ホテル

■会費

6000円

■内容

総会・懇親会
恒例の福引もあります。

目 ●÷

堀

（）〈きば とうどう

｢戦場ぬ止汲」
4月5日(火)午後3時～

場所：きづがわ共同法律事務所きづがわ共同法律事務所大会議室
※増田弁漉士が解説します。

<お申込み･お問い合わせ＞は同封のビラをご覧ください
5

犀
岩田弁護士と行く

法廷傍聴

*3月7日（月）12時20分

大阪弁護士会1階ロビー集合

*ご案内弁謹士岩田研二郎

声戸《~Ⅱ~）



ま
す
。
東
京
高
裁
平
成
二
十
七
年
六
月
一
二
日
決
定
は
Ｄ
Ｖ
夫
か
ら
の
直
接
的

な
面
会
交
流
を
否
定
す
る
一
方
、
手
紙
等
の
送
付
と
い
う
間
接
的
な
交
流
の
み

は
認
め
ま
し
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
身
体
的
言
語
的
Ｄ
Ｖ

に
よ
り
、
妻
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
診
断
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
医
師
の
意
見
害

に
よ
る
と
子
供
ら
も
、
暴
力
等
に
よ
る
不
安
の
記
憶
等
に
よ
り
心
因
反
応
を
発

症
し
た
と
推
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

離
婚
に
伴
う
面
会
交
流
の
現
状

｣

弁
護
士
峯
田
和
子

離
婚
に
至
る
事
情
は
様
々
で
、
監
謹
親
と
し

て
は
非
監
護
親
が
子
供
と
面
会
す
る
こ
と
に
強

い
拒
否
反
応
を
示
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
近
年
の
裁
判
所
は
、
面
会
交
流
の
禁
止
を

面
会
を
す
る
こ
と
が
子
の
福
祉
を
害
す
る
よ
う

な
例
外
的
な
場
合
に
限
定
し
、
原
則
と
し
て
何

ら
か
の
形
で
面
会
交
流
を
認
め
る
方
向
に
あ
り

面
会
交
流
の
方
法
に
は
、
こ
の
よ
う

に
直
接
会
う
と
い
う
も
の
ば
か
り
で
は

な
く
、
手
紙
や
電
話
、
写
真
の
交
換
な

ど
の
間
接
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

直
接
的
面
会
交
流
で
も
回
数
や
方
法
に

い
く
つ
も
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、

実
務
で
は
Ｆ
Ｐ
ｌ
Ｃ
な
ど
の
援
助
機
関

を
利
用
す
る
と
い
う
方
法
も
検
討
さ
れ

て
い
ま
す
。

■
日
日

救
済
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
Ｂ
型
肝
炎
感
染
被
害
に
つ
い
て
救
済
を
受
け
る
た
め
に
は
、
現
状
で
は
平
成

二
十
九
年
一
月
ま
で
の
提
訴
が
必
要
で
す
（
特
別
措
置
法
）
。
た
だ
、
未
だ
提
訴
者
は

四
○
万
人
以
上
い
る
と
推
定
さ
れ
る
被
害
者
の
一
割
に
も
達
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
期
限

は
延
長
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
他
方
で
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て

提
訴
に
必
要
な
証
拠
資
料
が
な
く
な
っ
て
い
く
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
手
続
き
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
早
く
手
続
き
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

特
に
発
症
し
て
い
な
い
方
（
キ
ャ
リ
ア
）
は
後
回
し
に
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
キ
ャ
リ

ア
で
提
訴
し
て
和
解
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
後
に
発
症
、
病
態
進
展
し
た
時
に
は
、
比

較
的
簡
易
な
手
続
き
で
追
加
請
求
が
出
来
ま
す
の
で
、
早
め
に
提
訴
・
和
解
し
て
お
か

れ
る
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ご
相
談
は
、
’
○
頁
記
載
の
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
大
阪
弁
護
団
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

Ｂ
型
肝
炎
訴
訟

基
本
合
意
そ
の
２
、
提
訴
時
期
に
つ
い
て

1

」

弁
護
士
古
本
剛
之

集
団
予
防
接
種
時
の
注
射
器
連
続
使
用
に
よ
る
Ｂ
型

肝
炎
感
染
者
を
救
済
す
る
訴
訟
（
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
）
に

お
い
て
、
二
○
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
三
月
二
七
日
、

基
本
合
意
そ
の
２
が
成
立
し
ま
し
た
。
肝
硬
変
‐
肝
が

ん
の
発
症
ま
た
は
死
亡
か
ら
提
訴
ま
で
に
二
○
年
経
過

し
た
方
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
除
斥
と
い
う
民
法
上
の

制
度
の
た
め
に
救
済
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
｜
定
の

6
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な
ん
ば
巡
り
弁
護
士
坂
田
宗
彦

な
ん
ば
へ
事
務
所
が
移
転
し
た
当
初
は
、
た
だ

た
だ
、
人
の
多
さ
、
特
に
海
外
か
ら
の
観
光
客
の

そ
れ
に
驚
い
て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
で
は
、
ち
ょ

っ
と
空
い
た
時
間
を
使
っ
て
事
務
所
周
辺
を
歩
い

て
い
ま
す
。
古
く
て
小
さ
な
焼
肉
店
が
ネ
ッ
ト
で

調
べ
る
と
「
有
名
店
」
で
あ
っ
た
り
、
小
さ
な
発

見
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
暗
く
な
っ
て
路
上
ラ

イ
ブ
が
は
じ
ま
る
こ
ろ
に
は
、
見
て
い
る
人
や
通

行
す
る
人
た
ち
に
も
お
疲
れ
さ
ん
と
い
っ
た
雰
囲

気
が
漂
っ
て
く
る
の
も
い
い
も
の
で
す
ね
。
し
ば
ら
く
、

屋
野
■
Ｅ
５
ｄ
い
Ｉ
謬
呂
冊
：
卜
鴎
■
６
Ｄ

１

花
今
年
も
よ
ろ
し
く

〃
お
願
い
し
ま
す

事
務
所
移
転
に
つ
い
て
弁
護
士
小
林
保
夫

一
九
六
八
年
か
ら
二
○
一
五
年
ま
で
四
七
年
間
も
の
長
年
月
、
酒
井

家
ビ
ル
に
い
た
の
で
、
す
っ
か
り
大
国
町
に
な
じ
ん
で
し
ま
い
、
難
波

で
は
今
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
「
仮
の
宿
」
の
よ
う

く
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
■
■
一
四
Ｆ
宇
勺
ユ
ー
■
一
Ⅱ
，
ｌ
ｌ
ｒ
０
ｂ
ｌ
ｌ
ｐ
Ｆ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
ｉ
０
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
０
１
Ｌ
ｆ
Ｉ
０
ト
ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

1画

小林保夫弁護士は､昨春
｢私の人生･社会･読書ﾉｰﾄから」
(清風堂書店)を出版しました。

I

、 ､

近
況
弁
護
士
鈴
木
康
隆

私
も
、
昨
年
と
う
と
う
後
期
高
齢
者
の
仲
間
に
は
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
年
並
み
に
高

血
圧
と
か
糖
尿
な
ど
と
言
わ
れ
、
薬
も
飲
ん
で
い
ま
す
が
、
ま
あ
元
気
に
過
ご
し
て
い
ま

す
。
仕
事
は
大
分
減
り
、
そ
の
分
余
暇
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
余
暇
の
中
で
も
っ
と
も
多
く

の
時
間
を
過
ご
す
の
は
、
碁
会
所
で
す
。
こ
の
碁

、

元
気
だ
け
は
こ
の
碁
会
所
か
ら
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ｐ

幸
せ
者
弁
護
士
渡
辺
和
恵

大
阪
弁
護
士
会
か
ら
在
職
四
○
年
を
祝
う
会
に
来
る
よ
う
に
と
の
お
知
ら
せ

を
貰
い
ま
し
た
。
一
九
七
五
年
、
国
連
女
性
年
に
弁
護
士
に
な
り
、
子
ど
も
を

産
み
育
て
な
が
ら
好
き
な
弁
護
士
の
仕
事
を
四
○
年
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
の
で

す
か
ら
、
本
来
は
、
私
が
皆
さ
ん
に
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
日
、
働
く
女
性
の
集
ま
り
に
出
ま

ｒ

し
た
。
四
○
歳
台
に
な
っ
て
も
係
長
に

据
え
置
か
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
の
Ａ

さ
ん
が
「
渡
辺
さ
ん
達
の
闘
い
の
上
に
、

私
の
裁
判
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
」

と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
女
性
の
権
利

運
動
は
連
綿
と
続
い
て
い
ま
す
。

私
は
幸
せ
な
弁
護
士
生
活
を
送
っ
て

い
ま
す
。

=ノ

~
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1

二
○
’
四
年
二
月
一
六
日
に
翁
長
雄
一

当
選
し
て
か
ら
一
年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
。

を
作
ら
せ
な
い
た
め
に
奮
闘
し
て
い
ま

す
が
日
本
政
府
は
聞
く
耳
を
持
ち
ま
せ

ん
。
私
が
嘉
手
納
基
地
爆
音
差
止
訴
訟

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
一
五
年
が
経

過
し
ま
し
た
。
二
○
一
六
年
に
は
、
学

者
証
言
、
現
場
検
証
を
実
施
し
、
翌
年

に
は
判
決
を
迎
え
る
予
定
で
す
。
何
と

し
て
も
、
夜
に
は
米
軍
機
を
飛
ば
さ
せ

な
い
判
決
を
獲
得
し
た
い
も
の
で
す
。

志

沖
縄
の
墓
地
訴
訟
に
参
加
し
て

、
し
た
。新

事
務
所
は
少
し
手
狭
に
は
な

り
ま
し
た
が
、
事
務
局
と
の
距
離

も
近
く
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
と
り
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

な
に
よ
り
昼
御
飯
の
飲
食
店
の
選

択
肢
が
広
が
り
、
い
ろ
い
ろ
な
店

を
ま
わ
る
の
が
楽
し
み
で
す
。

で
還
暦
記
念
同
窓
会
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

昨
夏
の
戦
争
法
案
の
参
議
院
で
の
強
行
採
決
の
日
は
、
国
会
前
行
動
に
も

参
加
し
、
若
者
の
コ
ー
ル
に
あ
わ
せ
て
採
決
反
対
を
叫
び
ま
し
た
。

昨
年
後
半
は
、
事
務
所
移
転
チ
ー
ム
の
責
任
者
と
し
て
忙
し
く
、
八
月

に
開
催
さ
れ
た
司
法
研
修
所
卒
業
三
五
周
年
の
集
い
に
は
い
け
ま
せ
ん
で

還
暦
ラ
イ
フ

私
も
今
年
一
月
に
還
暦
を
迎
え
ま
す
。
三
月
に
は
出
身
高
校
の
同
窓
生

さ
ん
が
沖
縄
県
知
事
に

弁
護翁

長
知
事
は
、

士

弁
護
士
岩
田
研
二
郎

横
山
精
一

新
墓
地

ノ○e e
マ

ー

○
｜
｜
弾一

↓
‐
・
一
ぐ

一

一

1

チ
ー
ム
弁
護
士
森
信
雄

昨
秋
の
ラ
グ
ビ
ー
Ｗ
杯
。
日
本
が
南
ア
に
歴
史
的
勝
利
を
収
め
た
試
合
に

は
感
動
し
た
が
、
興
味
深
く
も
あ
っ
た
。

日
本
の
実
力
向
上
は
間
違
い
な
い
が
、
南
ア
は
勝
利
に
向
け
た
明
確
な
ゲ

ー
ム
プ
ラ
ン
を
欠
き
、
主
将
は
統
率
力
を
発
揮
で

激
動
は
続
く
の
巻
弁
護
士
青
木
佳
史

二
○
一
五
年
は
た
い
へ
ん
な
一
年
で
し
た
。
日
弁
連
で
、
六
月
の
高
齢
者
障

害
者
権
利
支
援
セ
ン
タ
ー
の
立
ち
上
げ
ま
で
の
調
整

準
備
、
一
○
月
の
人
権
擁
護
大
会
に
向
け
一
年
が
か

ど
ん
な
一
年
に
な
る
の
か
、
楽
し
み
に
迎
え
撃
つ
気

分
で
す
。

き
ず
、
チ
ー
ム
は
求
心
力
、
修
正
力
を
失
っ
た
。

組
織
の
あ
り
よ
う
を
決
め
る
の
は
や
は
り
人
で
あ

る
。

二
○
一
九
年
Ｗ
杯
は
日
本
開
催
。
ど
ん
な
ド
ラ

マ
が
生
ま
れ
る
か
今
か
ら
待
ち
遠
し
い
。

ノ
増し増し

学

一一ノ「

8ー



近
況
報
告
弁
護
士
井
卜

去
年
は
事
務
所
の
移
転
に
関
し

の
時
間
を
と
ら
れ
、
事
件
活
動
の

あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
で
も
っ
と
も

ふ
れ
た
一
年
で
し
た
。
新
し
い
事

い
な
が
ら
も
快
適
で
、
何
よ
り
、

か
ら
す
ぐ
な
の
で
、
依
頼
者
の
皆

所
に
来
て
下
さ
い
、
と
お
願
い
す

気
が
ひ
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
今

睾
に
集
中
す
る
だ
け
で
な
く
、
健

た
め
の
運
動
や
趣
味
に
も
時
間
が

い
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

井
上

親
子
で
山
歩
き

汎

弁
護
士
古
本
剛
之

今
年
か
ら
、
三
歳
の
長
男
を
連
れ
て
山
歩
き

に
出
か
け
て
い
ま
す
。
五
月
に
は
天
王
山
に
行

き
ま
し
た
が
、
急
な
階
段
の
連
続
が
子
ど
も
の

足
で
は
つ
ら
そ
う
で
、
お
よ
そ
半
分
の
と
こ
ろ
で
断
念
。

九
月
に
は
ボ
ン
ボ
ン
山
（
六
七
八
・
九
ｍ
）
に
行
き
、

大
人
の
足
で
一
時
間
半
～
二
時
間
の
行
程
を
山
頂
ま
で

登
り
ま
し
た
（
途
中
、
少
し
お
ぶ
っ
て
歩
き
ま
し
た
が
）
。

成
長
し
て
体
力
が
つ
い
て
き
た
姿
が
感
慨
深
い
で
す
。

一
○
月
に
は
次
男
が
誕
生
し
ま
し
た
。
将
来
は
次
男

も
連
れ
て
、
家
族
で
の
登
山
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

洋
子

奥
〆■

ざｰ』

の
め
ざ
す
戦
争
を
無
く
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
誰
で
も
同
じ
と
の
確
信
を
持
っ
て
、
身

近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
力
で
は
な
く
対
話
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

しし

平
和
憲
法
を
子
に
渡
し
た
い

弁
護
士
宮
本
亜
紀

昨
年
一
一
月
に
第
一
子
を
出
産
し
ま
し
た
。
安

倍
首
相
の
戦
争
法
制
に
反
対
し
て
起
ち
上
が
っ
た

「
マ
マ
の
会
」
の
「
だ
れ
の
子
ど
も
も
こ
ろ
さ
せ
な

い
」
や
、
私
が
幼
い
頃
か
ら
連
れ
て
行
っ
て
も
ら

っ
た
日
本
母
親
大
会
の
「
生
命
を
生
み
出
す
母
親

は
生
命
を
育
て
生
命
を
守
る
こ
と
を
の
ぞ
み
ま
す
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
身
に
染
み
ま
す
。
日
本
雪
憲
法

弁
護
士
峯
田
和

…
寡
；

娘
が
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
ダ
ン
ス
を
習
い
た
い
と
言
い
山

た
。
親
の
方
は
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
を
学
校
で
踊
っ
た
垣

で
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ス
コ
ダ
ン
ス
の
経
験
も
無
い
。
ュ

な
家
庭
に
い
き
な
り
出
て
き
た
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
。
親
（

憎
の
程
た
る
や
、
い
か
ば
か
り
か
。
当
然
、
バ
レ
エ
巻

は
固
く
、
結
局
習
い
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
の
坐

る
楽
し
そ
う
に
踊
っ
て
い
る
が
、
い
つ
か
ス
テ
ー
ジ
ラ

の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
る
の
か
し
ら
、
母
の
悩
み
は
深
か
っ
た
り
す
る
の
で
す

、

民
主
主
義
っ
て
な
ん
だ
？弁

護
士
増
田
尚

安
倍
首
相
や
菅
官
房
長
官
は
‐
住
民
不
在
の
独
裁
を

強
行
す
る
橋
下
・
松
井
維
新
政
治
を
評
価
す
る
一
方
で

県
民
の
「
墓
地
Ｎ
Ｏ
」
の
声
を
代
表
し
て
辺
野
古
新
墓

地
建
設
の
た
め
の
埋
立
承
認
を
取
り
消
し
た
翁
長
沖
縄

県
知
事
を
と
こ
と
ん
い
じ
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
民

意
」
へ
の
対
応
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
卑
怯
だ

し
、
非
民
主
主
義
的
だ
。
「
民
主
主
義
っ
て
な
ん
だ
？
」

と
問
い
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い

q
、＄

～
、

0 0
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●
●
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月
力Ｉ 尋

F==。

，圭訪営箒とて↓
ーョ

く入所のごあいさつよろしくお願いします
題 課

はじめまして、昨年

の十月に事務局|こ入所

しました、宮村亜弥と

申します。法律を扱う

仕事に携わる事ができ

ればと思い、縁あって

入らせていただきました。

初めて知ることに触れ

るばかりの日々ですが、

少しでも早く吸収して、

‐’○ノゴノレー‐、ヒジノゴ､

七月より入所しま

した石川紀子です。

ずっと浪速区で育っ

て、いつも近くにあ

った「きづがわ共同

法律事務所」で働く

ことになって嬉しい

気持ちと不思議な気

持ちでいっぱいです。

少しでもみなさんの

役に立てるように、これ7

ので宜しくお願いします。

L一～

〆 戸、
P

声

宮村亜弥
少しでも早く吸収して、

仕事をこなせるようになりたいと思っています。

しくお願いします。

石川紀子

これから一生懸命頑張りますよる

陸 型 崖 型

r-----B型肝炎訴訟とは----………----…………-…--……--…-‐
大阪弁護団事務局長井上洋子

I 昭和23年7月から昭和63年1月まで集団予 i-蒲悪霊百~~| 弁護団古本剛之､峯田和子｜

｜躍濤藍鰯職鯉陸藤e簔菫菌自塾職訴訟大阪弁護団
｜害者が国に対して賠償請求をするものです。 電話:06-664ワーOSOO

I 「特定B型肝炎ｳｨﾙｽ感染者給付金等の支給 （月～金曜日午前10時～午後5時）

｜に関する特別措置法｣が2011年12月に成 FAX:OS-ee4ワー0SO2
1 立し､支給の枠組みができあがっています。 弁護団ﾎｰﾑペｰジは｢B型肝炎大阪弁護団｣で検索して下さい。 ，
i 給付金を得るためには裁判手続を経ることが 〒556-0011大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
｜必要です。 南海野村ピﾙ5階

全国B型肝炎訴訟・大阪弁護団事務室
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ｆ
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坪
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多
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偽癒
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緯：
齢
二二
二＝

一

軍
屋
一

扇町公園

都 対

対
唾
四
画
四

、
､ル

廃止を求める

2000万人署名運動に

ご協力下さい。

〆

ｰTー

日

： 野
､込､､皇い1』

ー

，今､四
侭－．‐

昨年は、五月の大阪都構想の住民投票、憲法違反の安保法制反対

の夏の闘い、そして秋の大阪ダブル選挙と民主主義、立憲主義を守

る闘いに事務所の所員も参加し、SADLやSEALDs関西などの若

い人たちと肩を並べて活動しました。八月に難波に事務所を移転し

一
一

‐
一

一

-篭謹大国町ライフ前

11



８
８
８
９
０
１

１
１

４
‐
５
１
５
１
５

１
２
３
２

■2015

1 ． 6仕事始め

1 29～昼休み宣伝（集団的自衛権反対等）

26友の会新春のつどい

27相続税と相続・成年後見制度セミナー

（阿倍野区）

2，26きづがわ塾「B型肝炎の基礎知識と

訴訟について」

323課外授業｢岩田弁護士と行く法廷傍聴」

331 （前事務局長）大島博子退職

41受付円山亜以入所

412統一地方選挙

4．16映画上映会「約束」

51大阪メーデー､小林弁護士出版記念祝い

517大阪都構想住民投票

528きづがわ塾「離婚の基礎」

530相続税と相続・成年後見制度セミナー

（住吉区）

627相続税と相続・成年後見制度セミナー

（阿倍野区）

7，1事務局石川紀子入所

11 ．20

11 ．22

12．3

1228

退所のご挨拶

社会人を経て弁護士となり、

きづがわ共同法律事務所で1

年を走りきることができました。

大国町でも難波でも依頼者と同

じ目線、同じ気持ちになって問

題の解決を図ろうと努めてきま

した。そして本年1月より、

蕊駕篭潔騨＊腰士生田博之
ことを心に留めて、広島でも身近な法律家として人にや

さしい街づくりに貢献し尽力していきたいと思っています。

■2016

新年は1月6日(水)午前9時S0分から

通常業務を行います。
一

大島博子前事務局長が昨年春、

定年退職しました。今は、親の介

護にあたるとともに、地元の豊中

市のほくせつ医療生協で、高齢者

の健康増進と地域での絆づくりの

仕事をされ、介護現場での第二の

人生を歩み始めておられます。
－－－

初回B0分相談無料（要予約） 専用ダイヤル

ト ト
高齢者、陣がし堵の万に
関す愚電話・出張相談0G-G633-了621 OG-6633-7624

蕊
電話・出張相談です。
どなたからでも、
お気軽にご相談ください。

地
域
法
律
相
談

L」

12※開催日が土・日曜日となった場合、変更があります。あらかじめ電話で予約をおねがいします。

巳型士･魯聖芒仔罰

受付時間

平日

午前9時30～5時

平日

月～余曜日

午前10時～5時

夜間

毎週水曜日

午後6時～8時

土曜日

毎週土曜日

午前10時～12時

地域 開催日時 主催団体 ・ 場所 電話

住吉（我孫子）

住吉（沢之町）

住吉（苅田）

住吉（南住吉）

住之江（東加賀屋）

住之江（西加賀屋）

住之江（南港）

西（千代崎）

浪速（恵美須西）

浪速（敷津）

西成（潮路）

西成（松）

西成（南津守）

西成（天下茶屋）

大正（千島）

大正（小林西）

港（磯路）

港（夕凪）

港（磯路）

阿倍野（阿倍野元町）

阿倍野（松崎町）

員速（恵美須西）

毎月10日頃午後6時～

毎月20日頃、午後6時～

毎月20日頃、午後6時～

毎月上旬･下旬各1回､午後2～4時

毎月20日頃、午後6時30分～

毎月第1金曜日、午後6時～

奇数月の25日頃、午後6時30分～

毎月10日頃、午後6時～

毎月第3木曜日、午後2～4時

毎月第1水曜日、午後1～3時

毎月第3才

毎月第2木曜日、午後2～4時

毎月中旬、午後2～4時

毎月20日頃、午後3～5時

毎月第3金曜日、午後6時～

毎月20日頃、午後5時30分～

毎月5日頃、午後6時30分～

毎月10日頃、午後6時30分～

毎月20日頃、午後3～5時

毎月第3火曜日、午後3～5時

奇数月の第4水曜日、午後6時～

偶数月の第3水曜日、午後6時～

冒日、午後2～5時

住吉生

南大阪医療生

苅田センター

住吉民主商丁会

住之江民主商工会

加賀屋診療所

南港ポートタウン管理センター3階

西区民主商工会

浪速民主商工会

円山直子相

大阪建設労働組合

西成民主商工会

西成民主診療所3階 ’ 6659-3633
ナニワ企業団地組合会館

日本共産党尾上やすお事務所

大正民主商工会

大正民主診療所

港生活と健康を守る会

港民主商工会

みなと生協診療所

石谷ひさ子事務所

阿倍野民主商工会

§と健康を守る会

所

§協同組合
6673－3630

(住吉生活相談所）

6694－8484

6685－9917

6681－1498

6683－5550

6583－4113

S643－2BB1

6633－7812

6632－2875

6659－7095

6659－4450

6657－0675

6551－8274

6554－1383

6576－4809

6572－7867

6571－5594

6621－6092

6623－4471


